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第三国で積替えられ我が国向けに輸出される
オーストラリア産畜産物を収納するコンテナについて

昭和61年11月28日　61動検甲第1585号

　香港等第三国で積替えられ我が国向けに輸出されるオーストラリア産畜産物については、「豪州か

ら日本向けに輸出される畜産物を収納するコンテナ及び同コンテナを封印する封印の様式について」

（昭和61年５月26日付け61動検甲第644号）により当該畜産物を収納するコンテナが「ＡＶＡ貨物

コンテナ」であり、かつ「Danish One Seal」によって封印された場合には、経由に該当しないとさ

れています。

　一方、「ＡＶＡ貨物コンテナ」は、特定の航空会社のコンテナの名称であり、最近になってその他

の航空会社のコンテナについて照会があったことから、今後下記条件を満たすコンテナは「ＡＶＡ貨

物コンテナ」と同等のものとするので、標記畜産物の取扱いに当たって留意されたくお知らせします。

　なお、現在各航空会社で使用されている航空コンテナの中には、布製ドアのものがあり、このよう

なコンテナは気密性に欠けるため標記畜産物を収納するコンテナとして不適と考えられるので念のた

め申し添えます。

　また、航空貨物手続簡素化推進グループ（ＣＦＡＬ）議長には別途通知しましたので、併せてお知

らせします。

記

　気密性を有し、かつ、その材質がアルミ合金又はＦＲＰ（注参照）であること。

(注)ＦＲＰ

　Fiber glass Reinforced Plasticの略

　ポリエステル、フェノール等の合成樹脂をガラス繊維で補強して作った強化プラスチックをいう。

耐薬品性に優れているためコンテナの材料として使用される。

　ＦＲＰコンテナは、ＦＲＰをベニア合板の表面に接着剤ではりつけたものを主要材料として使用し

ている。（日本海上コンテナ協会編「コンテナ用語辞典」成山堂発行から）




